
会報委員会

　　　　　　永年勤続優良従業員表彰式
　　　　　　が開催されました。
　11月6日（金）商工会館にて、平成27年度の表彰式が行われました。
　今年度の被表彰者は17名が対象となり、北海道商工会連合会長表彰の小田義美様
ほか14名の方がご出席され、田岡会長より表彰状、記念品の授与が行われました。

　　　　　　　　　　　　　　　勤続25年表彰を授与された
　　　　　　　　　　　　　　　「十勝製餡㈱　小田義美様」

　　     　*平成27年度の永年勤続優良従業員被表彰者の皆様をご紹介させていただきます。

被表彰者名 事業所名 表彰名
　北海道商工会連合会長
　池田町商工会長
　北海道商工会連合会長
　池田町商工会長
　十勝管内商工会連合会長
　池田町商工会長
　十勝管内商工会連合会長
　池田町商工会長
　十勝管内商工会連合会長
　池田町商工会長

　　松下　 　裕 　株式会社　田岡燃料 　　10年 　池田町商工会長
　　山村真由美 　十勝製餡株式会社 　　10年 　池田町商工会長
　　小助川ひとみ 　十勝製餡株式会社 　　10年 　池田町商工会長
　　高橋真由美 　十勝製餡株式会社 　　10年 　池田町商工会長
　　吉田　文枝 　大熊歯科医院 　　10年 　池田町商工会長
　　長谷部さおり 　株式会社　桑野建設 　　10年 　池田町商工会長
　　高岡　義則 　いけだ清掃株式会社 　　10年 　池田町商工会長
　　山本　安孝 　株式会社　遊佐組 　　　5年 　池田町商工会長
　　樋口　勝則 　株式会社　桑野建設 　　　5年 　池田町商工会長
　　宍戸　　 誠 　有限会社　スーパーうめだ 　　　5年 　池田町商工会長
　　福井　優太 　十勝製餡株式会社 　　　5年 　池田町商工会長
　　浅野　浜子 　十勝製餡株式会社 　　　5年 　池田町商工会長

          11月は巡回訪問月間として、会員の皆様のところへ職員が訪問させていた
　　　　だきます。（目標訪問件数　100件）
　　　　　　巡回内容につきましては、「経営課題調査」に関するヒアリング（聞き取り）
　　　　を主体に計画しておりますが、会員皆様のご意向を優先しご相談いただければ
　　　　幸いいたします。　（訪問時には☎等でご連絡申し上げ巡回させていただく予定で
　　　　おりますので、情報･資料のご希望がございましたらご要望願います）

　　佐藤　敬子

　十勝製餡株式会社

　十勝製餡株式会社

　有限会社　小杉商店

　有限会社　小杉商店

勤続年数

　　寺井　稚章　　 　株式会社　桑野建設 　　15年

　　25年

　　20年

　　15年

　　15年

　　松井　孝男

　　渡辺　　 司

　　小田　義美　　

池田町商工会 

2015年11月号 

巡回訪問 
強化月間 
 



　個人番号及び法人番号（会社・財団法人等）の通知が10月末より順次発送されておりますので、大切に保管願い
願います。現行での利用範囲は、社会保障・税・災害対策分野となります。
1．個人と法人の番号

番号の桁数
番号カードの取得
2．マイナンバーの提供・収集・保管
　マイナンバーを記載して提出する書面には、個人の消費税申告書のように「本人のマイナンバーを記載して提出」する
ものもあれば、 給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払い調書等のように「他人のマイナンバーを記載して提出」する
ものもあります。
　このように他人のマイナンバーを記載する書面を作成する個人番号関係事務実施者は、 マイナンバーを記載すべき
従業員や報酬等の支払先に対して、マイナンバーの提供を要求できます。
提供を受けたマイナンバーは、マイナンバーを記載する書面の提出等に備え、書面やデータ等により収集・保管できます。

註1.収集・保管は、マイナンバーを利用する目的に関連したものに限られるため、それ以外の目的で収集・保管できません（番号法19）

註2.したがって、法令で定める保存期間や税務上の時効を過ぎた場合など、利用目的がなくなった（利用する可能性がなくなった）
　　マイナンバーの保管を継続できません。利用目的がなくなった時点で、保管していたマイナンバーは廃棄する必要があります。

事例　　健康保険・厚生年金保険に関する書類⇒　申請完結の日から2年間（保存期間）
　　 　　　源泉徴収簿⇒　　　　　　　　　　 　　　　　　　法定申告期限から7年間（保存期間）

註3.マイナンバーの事務取扱は、事務取扱責任者並びに事務取扱担当者を定め、管理記録等を明確にする必要性もあります。

3．マイナンバー関連事務の対象

・従業員本人だけでなく家族（扶養親族） ・取引先の法人番号

4．記載業務の発生時期（※直近にて取扱い事務が発生するものを一部抜粋掲載）

　雇用保険 被保険者の資格取得届・喪失届等 平成28年1月1日以降提出分〜

*今後、『マイナンバー制度の講習会』を計画しておりますので、開催時期にご案内申し上げます。　ワンポイント情報は随時
　情報提供を予定します。

　10月24日（土） 空き店舗活用プロジェクトの一環として「商店街宝探し」事業を
実施しました。当日は、15名の小学生、保護者3名が参加し、池高ボランティアや個
店（ホームライフ、内外商事、有沢呉服店、北金物店、ドコモ池田店）の協力を得ながら、
　　　　　　　　　　　　　こども達が宝探しマップと懐中電灯を手にし、各お店に隠された
　　　　　　　　　　　　　キーワードを探し、お宝をゲットする企画で行われました。

　10月31日（土）池田小学校6年生有志13名のハロウィン企画で、こども達は自前
の仮装姿で商店街のお店19か所を廻りました。お店ではお菓子を用意し配る等新たな
コミュニケーションが生まれました。
（当日は、3店舗のハッピーハロウィン合同企画がある等、新たな試みが今後とも期待されます）

　商工会月刊ダイアリー     11月
10日（火） 総務・企画委員会 商工会館
14日（土） プレミアム商品券販売（5000セット） 商工会館、西部コミセン、北部コミセン
24日（火） ふるさと商店街再生支援事業・検討会議 商工会館

プレミアム商品券換金日（毎週金曜日　10:00～12:00）

法人番号個人番号
12桁 13桁

マイナンバー制度に関するワンポイント情報

・外部講師等、報酬を支払う個人も対象
対象

任意（28年1月以降） なし

個人番号 法人番号
・正社員ほか、パート・アルバイトも対象 ・自社の法人番号

街なか紹介 
こども達が商店街を回遊して、お店の人と 
コミュニケーションを図る 
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